
第 10回 院内感染対策中央会議
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〈 議事 〉

1.院内感染対策に関する提言について

2.その他

〈 資料 〉

資料 1  -山 構成員提出資料

資料 2  賀来構成員提出資料

資料 3  大久保構成員提出資料

資料 4  院内感染対策中央会議提言 (案 )

資料 5  平成 22年度補正予算関連資料



第 10回 院内感染対策中央会議
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院内感染対策中央会議

〈構成員〉

荒川 宜親  国立感染症研究所細菌第二部長

― 山 智  京都大学感染制御部教授

大久保 憲  東京医療保健大学医療情報学科科長

岡部 信彦  国立感染症研究所感染症情報センター長

賀来 満夫  東北大学大学院医学系研究科教授

木 村 哲  東京逓信病院長

切替 照雄  国立国際医療研究センター研究所感染症制御研究部長

倉 田 毅  富山県衛生研究所長

洪 愛 子  社団法人日本看護協会常任理事

小林 寛伊  東京医療保健大学学長

高野八百子  慶應義塾大学病院感染制御センター調査役



【資料 1

2010.12.21

国立大学病院における

感染管理への取 り組みと展望

京都大学病院副病院長 (感染対策・医療安全担当)

全国日立大学病院感染対策協議会会長
一 山  智
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アウ トブレイク事例に対する改善支援(16事例)
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日立大学附属病院感染対策協議会

:II膵修):[曇まI曇[欝
 :議莫番糞霜奎チェッ

日立大学医学部附属病院長会議

日立大学附属病院感染対策協議会

常任会議

作業部会

感染対策に関わる医師 口看護師数

医師

人数     大学欧

1人            13

2人       12

3人           8

4人       5

5人           3

8人        1

看護師

人数    大学微

1人      27

2人       11

3人       1

4人       2

7り(          1

専任
早 fII

ICD・ lCN共 に専任 :23校

2010年 全国日立大学病院

東大病院 京都新聞
2004.9.2

社会の反応

●病気を治すために入院したの
に … ・

o重大な過誤があつたのでは?

o発見や公表が遅れたのでは?

＝＝以
多
剤
耐
性
緑
膿
菌
で

多剤耐性緑晨菌 (MDRP)の伝播と
感染症発症の要因分析

発 症

L● ,11-,4ヽ 1

菌定着・感染症
発症リスク↑

病棟内入院患者への
伝播リスク↑



感染アウ トブレイク疑い基準

特定の病棟内で特定の耐性菌の検出が増える

⇒感染伝播の可能性

⇒ICTに よる積極的な介入実施

≧3例ノlヶ 月or≧ 6例′3ヶ 月

メタロ陽性薗

多剤耐性緑膿菌

ESBL産 生薗

≧2例ノ3ヶ 月or≧ 3例′6ヶ 月

検出されれば直ちに

MDRP排菌患者数の経時的推移
日1高度救命薇急センター
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改善支援■査を受審して

～救命救急セ ンターにおけるMDRPの院内感染事例～

o感染制御部(iCDの病院における重要性が高まった

o iCTの 組織体制が強化されoCN増 員)役割が明確になった

o診療各科に感染対策リンクDrと リンクNsが設置された

o救命救急センターとiCTの連携が進んだ

o救命救急センターの設備 (浴室やシャワーなど)が

改善された

o大学問相互チェックが重要と感じた
札幌医科大学病院

回公私立大学附属病院における感染対策組織(

～今後の取組み～

2

感染対策相互チェックの成果
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全国日立大学病院

医療事故および院内感染事例の公表基準{私案)

京椰大学病院

神戸市立病院群医療安全会罐

‐ 原則的にすみやかに公表 a、 b、 m
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宮城県・東北地域における

感染対策地域ネットワーク

東北大学大学院医学系研究科

感染制御・検査診断学

賀来 満夫

感染対策有識者会議からの

地 域 ネ ッ卜で院 内感染 防 ぐ

８
カ
所
で
モ
デ
ル
事
業
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医療関連感染(HAI)
Healthcare Associated infection

病院だけでなくクリニックや診療所,

長期療養施設,さらに在宅など医療
行為に関連する施設での感染が注目
されている

病院感染から医療関連感染ヘ

富城県内医療施設へのアンケート

・富城●最コントロール晨究会,加の105■― および県内全薇 対象に真饉
135■餃が日書(口薔申枷』

"感染管理の情報  麗胃管箱農月革璽
療に

  層獣雰輩隻
ついての

感染対策地域ネットワークのニーズは
大きく、その構築は不可欠

∈ 藝
瞳 Л 匿 萱 電 □ 壼

今,求められているもの

病院のみならず,クリニックや

診療所,さらには 長期療養施設

を含めた地域における感染症の

マネジメント :1地域ネットワーク

病院感染 〈HI:Hospibl lnfecJon)か ら

医療関連感染 (HAl:Healttacare Assochted httabD

地域での連携が重要
各施設の 感染対策担当者が共通の課題
に対して感染制御に関するさまざまな
情報交換などが可能なネットワァクの

構築が必要不可欠    嬰治性緑ロロ

施設内だけでなく地域全体の

医療関連施設を結んでいくと
いう広い視野に立った総合的
な危機管理システム構築が必要



宮城 B東北感染制御地域ネットワークの歩み

1999年 8月 輌究会準備金田僣 (18●餞)

1000年 11月 ■1回研究金田他 (31■■ 147名 ●コ)

2000年 7月 ■1回ロヨ会開僣 (158名●加)

2000年 11月 第2回ロロ会開催 (181名●加)

2001年 3月 第2回研究会開僣 (53J臓 225名 ●加)

2001年 7月 第3ロロロ会開催 (280名 ,加 )

2001年 10月 ′くイオテロ緊急対策ロロ会開催
2001年 11月 ■3口研究会田僣 (67●n318名 ●加)

2001年 11月 :CR(イ ンフエクション・コントロール・ラウンド)

■始

富城・東北感染制御地域ネットワークの歩み

2002年 2月

2002年 3月

2002年 7月

2002年 12月

2003年 3月
2003年 6月

2003年 7月

2003年 10月

2003年 12月

イギリス:CD・ :CN●口会開催
第1回「KDSか んせんセミナーJ開籠
第4回ロロ会開催 (71■餃 278名 ●加)

研究会が日薔会静式にて饉崚決定
第5ロロロ会開始 (83■餞 280名 ●加)

第2回『KDSか んせんセミナー」闘僣
「SARS緊 急対燎ロロ会J開催
■6回ロロ会開催 (03鮨■ 346名 ,加 )

「抗由薬使用ガイドラインJ完成
「多剤耐性縁日■サーペランスJ開始
第7ロ ロロ会開催

・東北感染制御地域ネットワークの歩
2004年 3月 第3回「KIDSかんせんセミナー」開催

7月 第8回講習会開催
8月 夏季講習会開催
9月 第4回「KIDSかんせんセミナー」開催
10月 秋季講習会開催予定(i09施 設)

12月  第9回講習会開催

・ 病院長の理解を得て発足し,多 数の施設が

自主的に参加 (117施設 )

編幅広い職域からの参加(lCTメンバー)

。臨床現場における実際上の問題点・課題の討議
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東北感染制御ネットワー

宮城県・東北地域における感染症
対策・感染症診療地域ネットワーク

①情報の共有化

②連携・協力

③支援

④ 人材育成

ノ



ネットワークのアクションプランと活動

・感染対策講習会の定期的開催
・Webdte・ ホームページの活用

②懸染対策の協力・連携
・共通ガイドライン・マニュアルの策定

抗薗薬ガイドライン (2∞3年)消毒薬のガイドライン(2007年 )

介饉施設・高齢者施設の感染防止マニュアル(東北厚生局)

ベストプラクティスマニュアル

・共通ポスターの作成と配布
手洗い関連・呟エチケットボスター (東北厚生局)

・サーベイランスの実施 (病原体サーベイ・アンチバイオグラム)

・啓発・教育セミナー (キッズ感染セミナ″Medcd&Medaワ ークショップ)

(東 北感染制御ネットワーク)

(各種感染対策情報の掲載、PDF
資料、DVD、 マニュアル等)

主ットワークのアクションプランと活動

・感染症相談窓口の開設

電話、FAX、 インターネットによる
・施設を超えた院内感染対策ラウンドの実施

院内感染対策、アウトブレイク支援、新型インフルエンザ
・東北厚生局との院内感染研修会の共同開催

平成17年より毎年実施、東北 6県の拠点病院を研修場所とし、
保僣担当者、近隣の医療施設の医療従事者も参加
午前中31義・午後ラウンド形式の実践的スタイル

④ 人材育成支援
・感染症危機管理人材育成システム (セミナーの開催)

・感染症診療地域連携寄附講座の開設 (セミナー・指導)

東北感染制 ットワークフ ―ラム

y

2000年 3月 20,30日 ,f1000名 以上が,加
・新型インフルエンザシンポジウム

・感染制御ベーシックレクチャー

・アウトブレイクビデオシミュレーションセミナー
・薬剤耐性菌制御ワークショップ
・感染症診療ケースカンファレンス
・ベストプラクティスシンボジウム
・薬剤師のためのiCワ ークショップ

r―● ・lCMTワ ~クショップ
・各種機器展示

鏡蹴雌驚轟
==i認

加
2CX18年 より毎年開催 地域における情報共有の場

=■
・■・

東北感染症危機管理ネットワーク
地域におけるネットワーク活動

DVDをダウンロード
し.活用することがで
きる

SARS対応DVDの作成と配布 各種DVDマニュアルの作成
PPE着臓法-l   PPE着 臓法-2

‖05-■ 用法

ご
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バンデミック対応のためのDVD資料

一医療機関での対応―

パンデミック発生時の医療施設での

取り組みをシミュレーションしたもの

地域版抗菌薬使用ガイドライン2003
(宮城感染コントロール研究会編 )

・各11感染症における抗由薬療法の実際

・地域における薬剤感受性サーベイランス
情報の資料添付

宮城・東北地域で約3,000部 出版

「
―
∃

ロ
　
ロ
ロ
ロ
‥

ロ
東北地域の薬剤師による

実践的な地域版消毒薬

ガイドラインの作成

実践的で臨床現場での

消毒薬使用に極めて有用

綺●●■ll″

`卜

,′ ン枷

各種マニュアルの作成と共同利用

・ … …
  。   ■   

“
,,‐ ■・

ポスターの共同利用
啓発ポスター作成と地域での共同利用

手
溌
い
か
ら
。選

(1 ,呼

…

…

痢

■ 多剤耐性緑膿菌共同サーベイランス

りも含めた集計結果

20030)

口県南5施段 ■仙台市内8施設 口県北6施設

外
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リスクコミュニケーションの構築

●医療従事者だけが感染症対策を実施している
という認識だけでは不十分

●感染症は共通リスクであるとの認識を共有
することが不可欠

● 感染症の伝播リスクや特殊性を医療従事者
だけでなく、患者さんを含めた一般の方々や
メディアの方々 にも情報を提供し、理解を
深めていくことが重要

ッズかんせんセミナーの開

3年一回

口小学生 (中 高学年 )

・20～ 40人が参加

手洗い講習

グラム染色

手洗いダンス

小学校への出前授業

ヨ宇■ 4144の 1,0■ 0
は、キッズかんせんセミナーを勉強してとて
か́ったです。最初にいろいろな會んを見て

んび麟で口にいる0ん
です。手に不思■な■

て手を決つてみました。手を発つた後には
自く見える不思口な先で、手の書んを見ま

た。何日も手を浣わないとなかなかとれなかっ
|です。輸に、つめの

“

分は何口洗つてもなかな
:かったです。ぼくは、手洗いはとても大切
まヽした.J

Medical&Mediaワークショップの開催 感染症・感染対策相談窓国の開設

・治療・予防全般に対応

・直接出向いての対応
(インターネットによる対応 )

・様々な情報提供・支援

院内・院外間わず受け付け

夕  |



地域医療施設への支援
● 大学のスタッフが各施設を訪問

● 各施設の病棟・外来・救急部・ICU。 手術室
中央材料部・検査室・汚物処理室などを視察

● 約2時間をかけて視察、改善点を討臓
(診療行為 :標準予防策もチェック)

外部・第3者による客観的な視点でチェック

医療監視ではない、ネットワークとしての立場

アウトブレイク事例への支援
心臓血管外科患者でのMRSA感染症のアウトブレイクとの報告

心臓血管外科患者で、1月 から術後7日 目に発症した縦隔洞炎

が2名 みられた。また、喀痰から分離された患者が4名 みられた。

すべてICUと一般病棟を経由していた。

↓
当該施設へ感染対策チーム・原因究明疫学チーム

の2チームを派遣し、支援

手指籠生の改善、手術部位感染対策
の改善、lCu職員の増員により収東

口 新型インフルエンザ対策への支援 □
(外来) 発熱・咳嗽患者のトリアージ、咳エチケット対応

待合場所の確保 (ゾーニング、換気の確認 )

)―
―

 
―

ヽ ‐ら
―   

―

m ttL今紹傷驚節織職″
確定患者用個室、ゾーニング対応

における人材育成システムヘの支 感彙症クライシスマネジメント

人材育成プログラム
TCME)(T―_籠 ・ CH日o― h― D― D

人材冑威プログラムを地域で実践し、

__  饉●       フイ~ド′(ックしていく
,・初期導入コースによる研修

ノ1  ‐百厭員喜:ス11ご「Ч芽ギ轟含む)

|   ‐患|1住対策m遭‖規剛

|   ‐施設尋研修
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染症診療地域連携

寄附講座の開設
宮城県からの寄附講座として
2010年 4月 1日 開設

大輔 院

哺彗管理菫

ネットワーク活動による耐性菌制御の効果

2003       2004       2005     2006

ネットワークによるサーベイランスや各11講習会の開

画 面 面
1病院長の理解を得て発足し,その後、多数の

施設が自主的に参加

2幅広い職域からの参加(医療従事者・行政担当者)

3臨床現場における実際的な問題点・課題の討議

4東北厚生局,地域自治体との連携

5アクションプランの策定・実施とフィードバック

6メディアや市民を含めた社会ネットワーク

7社会的使命 (MisJon)と しての認識の定着

ロ

社会全体の感染症危機管理

感染症はすがての壁を越える
個 人 や 施 設・分 野 を超 えた 、社 会 全 体 の 危 機

病院のみならず,クリニックや診療所,さらには長期療養

施設を含めた医療関連施設全体,そして在宅・学校など

地域社会全体の感染症危機管理の構築が必要不可欠

情報の共有化、連携・協力、支援、人材育成に
関するネットワーク構築が必要

′
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日本環境感染学会教育施設認定制度規則

第 1章 総則

第 1条
この制度は、医療関連感染 healthcare associated infection.(HCAI)に 関連 した知

識 と実践業務 とを教育することにより、人類の健康 と福祉および医療の安全に貢献す
ることを目的 とする。

認定された教育施設は、感染制御専門職等の教育研修、地域の病院および診療所等の

感染制御 infection prevention and controlに 関する相談への対応、その他、感染制

御分野の教育に関する諸問題への対処等をおこな うことを目的とする。

'第 3章 認定資格

第 7条

教育施設の認定を受けるためには以下の条件を満たすこと。

1.ICDの 資格を持つ 日本環境感染学会員が常勤職員で 1名 以上いること

2.日 本環境感染学会員のインフェクションコン トロール担当看護師 (ICN)が 常勤

職員で 1名 以上いること

3.感染制御 (感染対策)チーム (ICT)が、感染制御に関する介入を目的とする臨

床現場へのラウン ドを、全病棟 (分割 してでも)週に 1回以上の頻度で実践 し

ていること

4。  本学会事業である」apaneSe healthcare assoclated infections survelllance

(」HAIS)systemに準 じた対象限定サーベイランスを、微生物検査室情報に基
づく病棟ラウン ドにより実践 していること

5.微生物検査室をもち、ICTに対 して、全病棟の微生物分離情報が 1週間に 1回

以上定期的に報告 され、問題の微生物が分離同定された場合には緊急に報告さ

れる体制が確立していること

6.感染制御に関する検討会や教育が適切におこなわれていること、および、必要

な情報が適宜全職員にフィー ドバックされていること

7.厚生労働省が定める臨床研修病院であること



認定番号

200101

200102

200103

200104

200105

200107

200108

200101)

200110

200111

200112

200113

200114

施設名 。担当者 。TEL/FAX

I琉球大学医学部附属病院

1担 当 :藤 田 次郎 (第一内科教授・感染対策室長 )

TEL: 098-895-1142  FAX : 098-895-1414

NTT東 日本関東病院

1担 当 :谷村 久美 (感染対策推進室)

TEL : 03-3448-6651  FAX:03-3448-6617

.独
立行政法人国立病院機構 東京医療センター

担当 :企画課専門職

TEL : 03-3411-011l  FAX :03-3411-0958

神戸市立中央市民病院

担当 :春 田 恒和 (小児科・感染症科部長 )

坂本 悦子 (感染管理認定看護師 )

lTEL : 078-302-4321  FAX :078-302-7537

:神奈りll県 立循環器呼吸器病センター

‐東京大学医学部附属病院

担当 :森屋 恭爾 (感染制御部教授 )

TEL : 03-3815-541l  FAX :03-5800-8796

神戸大学医学部附属病院

1担 当 :荒川 創一 (泌尿器科 )

'TEL : 078-382-6610  FAX :078-382-6378

1千葉大学 |え学部附属病院

担当 :佐藤 武幸 (感染症管理治療部)

TEL:043-226-2661  FAX :043-226-2663

1独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

1担 当 :自 阪 琢磨 (免疫感染ブ1:科 長 )

阿島 美奈 (感染管理認定看護師長 )

TEL:06-6942-1331  FAX: 06-6943-6467

1岡 山大学病院

1担 当 :草野 展周 (感染制御部副部長 )

IFAX :086-235-7635

1東邦大学医療センター大橋病院

担当 :草地 信也 (院内感染対策委員長 )

'TEL : 03-3468-1251  FAX: 03-3469-8506

り:1崎 医科大学附属病院

担当 :寺 田 喜平 (小児科准教授・院内感染対策室専任医師)

ITEL: 086-462-111l  FAX 1 086-462-1199

1京
都大学医学部附属病院

1担 当 :(感染制御部副部長 )

ITEL: 075-751-4967  FAX: 075-751-3758

新潟大学医歯学総合病院

:担当 :内 山 正子 (看護師長 )

TEL: 025-227-0726  FAX : 025-22770727

認 定期 間
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200116

200201

200202

200203

200204

200301

200401

200403

200501

200502

1慶應義塾大学病院

担当 :岩 田  敏 (感染制御センター センター長 )

高野八百子 (感染制御センター感染症看護専門看護師)

ITEL: 03-5363-3710  FAX :03-5363-3711

1奈良県立医科大学附属病院

1担 当 :笠原  敬 (感染症センター )

ITEL : 0744-22-3051  FAX :0744-24-9212

1大分大学医学部附属病院

1担 当 :平松 和史 (感染制御部副部長 )

ITEL:097-549-441l  FAX :097-586-5439

1筑波メディカルセンター病院

1担当 :石原 弘子 (副看護部長 )

ITEL :029-851-35 1l  FAX :029-858-2733

川崎医科大学附属川崎病院

1担 当 :沖本 二郎 (内 科部長 )

TEL :086-225-211l  FAX :086-232-8343

.坂出市立病院

担当 :中村 洋之 (診療部長 )

TEL:0877-46-5131  FAX:0877-46-2377

下関市立中央病院

1担 当 :吉 田 順一 (呼吸器外科部長 )

1石野 恵子 (看護師 )

TEL : 083-231-411l  FAX: 083-224-3838

‐藤枝市立総合病院

1担 当 :石野 弘子 (感染対策室長 )

.TEL: 054-646-11 1l  FAX :054-646-1122

1浜松医科大学医学部附属病院

担当 :前川 真人 (感染対策室長 )

iTEL: 053-435-2721  FAX:053-435-2096

1福 岡大学病院

1担 当 :高 田  徹 (感染対策医師 )

橋本 丈代 (感染対策専任看護師 )

TEL: 092-801-101l  FAX:092-862-8200

1前橋赤十字病院

1担当 :立花 節子 (感染管理室師長 )

TEL: 027-224-4585  FAX:027-243-3380

1横須賀市立 うわまち病院

1担 当 :三浦淳太郎 (副 院長 )

松永敬一郎 (副 院長・院内感染対策委員長 )

TEL: 046-823-2630  FAX :046-827-1305

'市立札幌病院

担当 :石角 鈴華 (感染管理推進室主査 )

TEL: 011-726-221l  FAX: 011-726-7918

半田市立半田病院

担当 :中根 藤七 (医療安全管理室室長 )
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2005.7-

2011.3

2005.7-

2011.3



200601

200701

200801

200803

200901

1東京

担 当

`TEL

i愛知

1担 当

ITEL

国立

1担 当

ITEL

I健和

佐藤チエ子 (同副室長 )

ITEL: 0569-22-9881  FAX :0569-24-3253

1県西部浜松医療センター

:担 当 :矢野 邦夫 (感染症科長・衛生管理室長 )

松井 泰子 (衛生管理室長補佐 )

TEL: 053-453-711l  FAX :053-452-9217

1東京慈恵会医科大学附属病院

1担 当 :中 澤  靖 (感染制御部 )

ITEL:03-3433-111l  FAX:03-5400-1249

'大

樹会 総合病院 回生病院

1担 当 :松本  尚 (外科系診療部長)

iTEL : 0877-46-101l  FAX : 0877-45-6410

官城厚生協会 坂総合病院

1担 当 :残間由美子 (感染制御室室長)

TEL: 022-365-5175  FAX: 022-367-9125

労災病院

:戸島 洋一 (感染対策委員会責任者 。呼吸器内科部長)

03-3742-7301  FAX :03-3744-9310

医科大学病院

:三鴨 廣繁 (感染制御部・教授 )

山岸 由佳 (感染制御部・助教)

加藤由紀子 (感染予防対策室・感染管理認定看護師 )

0561-62-331l  FAX :0561-61-1842

大学法人 三重大学医学部附属病院

:田 辺 正樹 (感染制御部副部長 )

059-232-HH(内 線 5658) FAX:059-2315308

2007.4-

2012.3

2007.4-

2012.3

2008.4-

2013.3

2008.4-

2013.3

2009.4-

2014.3

!担 当

ITEL

会 大手町病院

:山 口 征啓 (総合診療内科部長 ICD)

093-592-551l  FAX:098-592-2726

2010.4-

2015.3

2009.4´ V

2014.3

2009.4-

2014.3

2010.4-

2015.31

2010.4-

2015.3‐

1横浜医療セ ンター

1担 当 :小林 慈典 (小児科 医長 )

,TEL : 045-851-2621  FAX:045-851-3902

1順江会 江東病院

:担 当 :島 田 憲明 (血液浄化療法部長・ ICD)

ITEL:03-3685-2166 (ノ 痢ヽ泉3505)   FAX: 03-3685-2708



質 問 用 紙

日本環境感染学会 認定教育施設

(質 F・5の 回答をお願いする施設名 )

年  月  日

(同所属名 )

(同担当者名 ) 先生

下記についてアドバイスを頂きたくFAXい たします。

所属施設長サイン (自 筆 ) 役職名

所属施設

所属部署

担当者名

連絡先 :電話番号

:E―mail

FAX涸酢手計

質問事項 (具体的に)

呈纂鴛
希
麗亀22現許

:卜  両方にFAXして下さい。
日本環境感染学会事務局

〒141-8648 品川区東五反 田 4-1-17 東京医療保健大学内

TEL:03-5420-2406  FAX:03-5420-2407  E―mail : 」seiOthcu.ac.Jp



医療関連感染地域支援ネ ットワークの活用について

日本環境感染学会教育施設認定委員会委員長 小林寛伊

日本環境感染学会では、一昨年より中小病院に対する感染制御のための支援活動をお
こなっています。 (下記の事項をご希望の場合には、学会員であることが必要です。)

1.感染制御に対する相談窓口 :感染制御に関する質問事項がありましたら、学会
ホームページの「認定制度/資格」のサイ トから質問用紙をダウンロー ドして、

学会事務局と近隣の認定教育施設に FAXにて質問をお寄せ ください。認定教育
施設の専門家がご質問にお答えいたします。認定教育施設はホームページに記

載 しています。

2.病棟ラウン ドを経験 されたい場合には、近隣の認定教育施設において ICTラ ウ
ン ドを経験させていただくことができますし ご希望の場合には、学会事務局に

お問い合わせ ください。
3.主な病院感染症のアウトブレークを迅速に特定するための手引きがあります。

ご活用ください。

中小病院における主な病院感染症アクトブレークの迅速特定 Quick
ldentification of Outbreaks (128KB)  中

4.中小病院/診療所を対象にした医療関連感染制御策指針 (ガイ ドイライン):

病院や診療所において、感染制御のために最低限守らなくてはならない事項に
ついて掲載 しています。東京医療保健大学大学院のホームページの 「調査」の

サイ トをご覧ください。http://thcu.ac.jp/faculty/inquiry.html



中小病院における主な病院感染症アウトブレークの迅速特定

Quick ldentificatiOn of Outbreaks                       ,

一 感染症治療にはここでは言及せず ―

(2010年 3月 26日 案 )

病棟ラウン ド ward liaisonに より、通常より多い新規感染症例の存在に気付いた際は、
病院感染アウ トブレークを疑 う。アウ トブレーク頻度の高い菌種に関しては、以下の判定
基準に従って原因菌種を特定する。細菌検査情報においてアウ トブレークを示唆された場
合も同様である。下記特定と一次的対応 とに続く次の段階での対処は、今後逐次検討追カロ

することとする。

なお、 1例からの菌分離であつても、菌種によつては、そのうしろに複数の保菌者が隠
れており、アウトブレークの予備軍となっている可能性もあり、下記4.の一次的対応2)

に示したように、適切な調査をおこなって、アウトブレーク防止に努めることが望ましい

場合もある。

1. Methicillin―resistant Sιaphy■θθοθθ″s aure″s (MRSA)

1-1.  Hospital acquired (Healthcare―assOciated)MRSA (HA一 MRSA)

1)複数MRSA感染症例の存在

2)抗菌薬感受性パターンの類似性

:こ こでMRSAア ウトブレークを疑 う          。

一次的対応

3)感染経路の迅速な特定 (医療従事者/患者スクリーニング、環境スクリーニング、その

他)に よる制圧

4)同一の診療グループが関与していないかどうかの検討 と介入
5)MRSA拡散につながる感染症例は、可能な限り個室アイソレーション is01ation、 もしく
は、コホー ト (集団)アイソレーション cOhOrt isolation(註 :保菌例のアイソレーショ

ンも望ましいが、日本の現状ではその率からいって現実的には困難な場合が多い。 日本に
おける現状での全体的感染率増加 も見られていない)

6)専門機関に依頼 しての Pulsed field gel electrOphoresis(PFGE)に よる確証 (可能な

限り)

1-2.  Community一 acquired (― assOciated) MRSA (CA― MRSA)

1)通常より多い複数の新規皮膚/軟部組織感染症例の存在
2)そ れ らの内に複数MRSA感染症の存在

3)HA― MRSAに 比して比較的感受性良好な抗菌薬感受性パターンの類似性
:こ こ で CA一MRSAア ウ トブ レー ク を 疑 う

一次的対応

4)感染経路の迅速な特定 (医療従事者/患者スクリーニング、環境スクリーニング、その

他)に よる制圧

5)専門機関に依頼 しての遺伝子解析による確証 (可能な限 り)

2. Иθinθ′οb′θιer b′〃″′″″」iゴ

1)複数の ノ.わ劉解
“

ゴゴ分離症例 (保菌例を含む)

2)抗菌薬感受性パターン (特 に多剤耐性株に留意)の類似性

:こ こで И.b― ガ 感染症アウトブレーク/交差汚染多発を疑 う
一次的対応

3)感染経路の迅速な特定 (医療従事者/患者スクリーニング、環境/機器 (特 に人工呼吸器



関連機器等)ス クリーニング、血管内ルー トの点検、その他)に よる制圧

4)多剤耐性И.b′υ″ar″ゴ方 の場合は、感染症例、保菌例 ともに個室アイソレーション、も

しくは、コホー ト・アイソレーション

5)専門機関に依頼 してのPFGEに よる確証 (可能な限り)

3. αοsιrゴ∂り″″ J」ifFJiθゴノθ (CD)

1)原 因不明の新規複数下痢症例の存在

2)下痢症例の検体採取によるCDト キシン(A/B)検査陽性

:こ こで
`占

ff」iθゴゴθ関連感染症アウトブレークを疑 う

一次的対応

3)特に高齢者/基礎疾患の重篤な症例/抗菌薬多用症例などの下痢症例は早期特定と個別

管理 (個室アイソレーション/接触予防策など)に よる制圧

4)感染経路の迅速な特定 (特に環境汚染に注意)と 清浄化 (環境消毒を含む)に よる制圧
5)専門機関に依頼 しての polymerase chain reaction(PCR)ribotypingな どによる確証

(可能な限り)

留意点 :CDに よる重症腸炎患者が発生した場合は、重症化 しやすい北米流行型の

NAP1/B1/027株 も想定 した検査と対策が必要 (註 :日 本での分離はこれまではごく僅か)

4, VancOmycin―resistant enterococci (VRE)

1)複数のVRE分離症例 (保菌例を含む )

:こ こでVRE感染症アウトブレーク/交差汚染多発を疑 う

一次的対応

2)1例のみからの分離であっても日本の現状に鑑みて周辺への波及を疑つて調査する
3)感染症例、保菌例の個室アイソレーション、もしくは、コホー ト・アイソレーション

4)特 に、おむつや排使介助の必要な VRE陽 性症例における接触 予防策の徹底
5)感染経路の迅速な特定 (特 に環境汚染に注意)と 清浄化による制圧
6)グ リコペプチ ド系薬その他の抗菌薬の長期投与症例/基礎疾患の重篤な症例/長期入院
症例に留意して制圧

7)専門機関に依頼 しての polymerase chain reaction(PCR)、 あるいは、PFGEに よる

確証 (可能な限り)

5. ′sθ〃domο″as aθFig■″οsa

l)複数の2″ 昭力οsa感染症例の存在 (特に多剤耐性緑膿菌 multidrug resistant

β∂θ″ 力οsa(MDRP)に留意する)

2)抗菌薬感受性パターンの類似性

:こ こで2′″ iginοsa感染症アウトブレークを疑 う

一次的対応

3)感染経路の迅速な特定 (人 工呼吸器、加湿器などの器具表面汚染/洗浄室など湿潤環境

汚染その他))と 清浄化による制圧

4)MDRP感染症例、保菌例の個室アイソレーションもしくはコホー ト・アイソレーション

5)蓄尿関連器材、設備の′ほ検

6)専 門機関に依頼 してのPFGEに よる確証 (可能な限り)

6. Serra′ゴ′marcaじ
"^ S ttiσ

〃θルθ」iθ″Sな ど

1)複数のも∝raιゴa spp.感染症例の存在

2)抗菌薬感受性パターンの類似性

:こ こで も∝ra`ル spp.感染症アウトブレークを疑 う



一次的対応

3)感染経路の迅速な特定 (点滴関連の薬剤、器材、注射液などの作り置き、ルー ト管理に

関する点検、吸入器、人工呼吸器など水管理に関する点検、環境スクリーニング、その他 )

と清浄化による制圧

4)カ ルバペネムを含む多斉1に耐性を示す Serra`ル spp.の場合、感染症例、保菌例の個室
アイソレーション、もしくは、コホー ト・アイソレーション

5)専門機関に依頼 してのPFGEに よる確証 (可能な限り)

7. 島 ro/1r″s

l)複数の原因不明の下痢あるいは嘔吐症例の存在

2)ノνレο/ル
“

が原因と考えられる症例の吐物、排泄物との関連性の有無のチェック
:こ こでノbFο /」

ir″∫腸管感染症アウトブレークを疑 う

一次的対応

3)感染経路の迅速な特定 (患者吐物、下痢便 との接触もしくは粉塵を介 した感染の可能性、

医療従事者 。家族・面会者の症状確認、食材、調理場などの点検、その他)と 特定された

感染経路の遮断による制圧

4)感染症例の個室アイソレーション、もしくは、コホー ト・アイソレーション

5)吐物、下痢便の適切な処理 (空 中飛散防止が重要)

6)迅速検査により原因が 肋
“

/ゴrどsか どうかの確定 (可能な限り)

8. 〃レθοbaθ  ιer」 iじm ιubθFθ″fοsls

l)一名以上の活動性肺結核患者、喉頭結核患者の存在 (菌排出患者が診断されずに隔離 さ

れていなかった場合)一Index caseの 存在

2)複数の接触者検診において、全血インターフェロンγ 応答測定法 whole―blood

interferon gamma release assay(IGRA)(QuantiFERON。―TB2Gク ォンティフェロン

o―TB2G(QFT))陽性、あるいは、持続する咳嗽、不明熱、通常の抗菌薬に反応 しない呼吸器

疾患、遷延化する肺疾患、などの症例において、塗抹検査、PCR検査 (非定形抗酸菌症 と
の鑑別 :可能な限 り)、 胸部レン トゲン検査など実施の結果、結核感染症を疑 ラ症例が複

数確認 された場合

:こ こで肺結核のアウトブレークの可能性を疑 う
一次的対応

3)感染経路の迅速な特定、患者の個室アイソレーション (空気感染対策のための陰圧室ヘ

アイソレーション。陰圧室のない場合は、排気ファン作動、あるいは、個別エア・コンデ

ィショナー (エ アコン)の場合は窓開放。複数室―括再循環空調方式の場合は、交差汚染

防止のため、速やかに専門医の指示を得る。 )

4)保健所への届け出と対応の協議 (接触者検診の実施の必要性について検討 )

5)抗結核薬の投与 (註 :専門医の指示のもとで早期の二次感染防止策として)と 、速やか

な結核指定医療機関等への転院措置

6)結核菌に暴露された可能性のある患者/職員の接触者検診

9. I"f7″θ′z′ /1Fys

l)医療従事者を含む複数のインフルエンザ様症状 (咳嗽(発熱の持続)の確認
2)迅速診断キットにて ル″υθ″za И/β ガrυsの診断

:こ こでィンフルエンザのアウ トブレークを疑 う

一次的対応

3)患者の個室アイソレーション、もしくは、コホー ト・アイソレーション

4)患者移動時には患者 自身にサージカルマスク着用



5)抗インフルエンザ薬の投与 (註 :二次感染拡防止のため)

6)感染拡大防止策の総合的遵守

7)必要に応 じて polymerase chain reaction(PCR)検 査の実施

10. Baθゴffis spp.

1)発熱症例の集団的あるいは散発的な持続的発生 (特に気温が高くなる時期 )

2)複数の患者の血液からの 動θゴ〃〃sθ″θυSな どの 動θゴゴゴνs spp.の 検出
:こ こで gaθゴ〃νs spp.の アウトブレークを疑 う
一次的対応

3)感染経路の迅速な特定 (ア ルコール綿容器、カテーテル、点滴/輸液製剤の培養検査 )

4)オ シボ リ、タオル等の使用後の保管状況および洗浄時の衛生管理状況の点検と培養検査
5)カ テーテル、輸液ライン等の衛生管理状況の確認 と処置時の手指衛生の徹底
6)専 門機関に依頼 してのPFGEに よる確証 (可能な限り)

11.以上のいずれの条件にも合致せずに、新規感染症が通常より増カロしている場合
1)分離された細菌より他のアウトブレークを疑って検討す る

10



げ絆リ

院内感染対策中央会議提言 (案 )

はじめに

わが国における院内感染は、患者の高齢化による易感染者の増加や、多

剤耐性菌の拡が りにより、各医療機関における対応が難 しくなつている現状

があり、医療法施行規則に則 り、個々の医療機関における日常的な実効ある

感染制御の取 り組みとともに、地域の医療機関等でネットワークを構築 し、

院内感染発生時にも各医療機関が適切に対応できるよう相互に支援する体

制の構築が重要である。

今般の提言において、通常時と院内感染発生時における院内感染対策を、

各医療機関内、医療機関間の連携、行政の関わ りという観点からそれぞれと

りまとめたので参考とされたい。

2 通常時の対応

(1)医療機関内における対応

1)医療機関における院内感染対策の組織体制について

医療機関内の業務従事者のいずれもが起因微生物を媒介する可能性

を持つことか ら、全ての業務従事者が感染対策に対する正 しい知識等

を有 し、その対策を徹底することが重要である。現実には、医療機関

内の院内感染対策は、入院する患者の特性から、それぞれの病棟ごと

に医療従事者の意識が異なる傾向があるが、基本 となる標準的予防策

が確実に行われる必要がある。そのためには、医療機関内の各部署か

ら院内感染に係る情報が院内感染対策委員会 ∞ に報告され、院内感染

対策委員会か ら状況に応 じた対応策が現場に迅速に還元されなければ

ならない。

(※下線のある用語については末尾にその説明を付している。以下同じ)

また、各医療機関の管理者は、感染制御チームが円滑に活動できる

よう、感染制御チームの院内での役割 と位置づけを明確化 し、医療機

関内の業務従事者からの理解と協力が得 られる環境を整える必要があ

る。

2)感染制御チームについて

病床規模の大きい医療機関 (目 安として病床が 300床以上)におけ

る感染制御チームによる定期的なラウン ドは、可能な限り1週間に 1

度以上の頻度で感染制御に携わる医師、看護師、検査技師、薬剤師の

うち少な くとも2名 以上の参加の上で行 うことが望ましい。その際に

は、検査室の病棟別のデータ等を活用 して感染症患者の発生状況等を



点検するとともに、各種の予防策の実施状況やその効果等を定期的に

評価 し、各病棟のリンクナースの活用等により臨床現場への適切な支

援を行つていくことが必要である。

リンクナースや病棟の責任者、診療科責任者は、それぞれ業務従事

者に対 し、感染制御チームから提供された情報を確実に伝達するとと

もに、標準的予防策の励行等基本的な事項の徹底も含め、必要に応 じ

た対策を遵守させることが必要である。

中小規模の医療機関 (目 安として病床が 300床未満)におけるラウ

ン ドでは、マンパワーが少ない傾向がみられるため、看護師が 1人で

ラウン ドすることが多く、医師等に意見することに苦慮するケースも

存在する。些細な問題についても管理者や地域のネ ッ トワークに参加

する医療機関の専門家等に相談 し、支援を受けることができる体制を

確立することが必要である。

また感染制御チームは、ラウン ドにおいて各病棟における抗生剤の

使用状況を確認 し、必要に応 じて指導を行うことが必要である。

(2)医療機関間の連携について

医療機関における院内感染対策は、各医療機関それぞれの判断と責任

において実施されるべきものであるが、緊急時に地域の医療機関同士が

速やかに連携 して各医療機関の対応への支援がなされ るよう、医療機関

相互のネッ トワークを地域において構築 し、日常的な相互の協力関係を

築 くことが必要である。その際、地域のネットワークの拠点の医療機関

として、大学病院や国立病院機構傘下の医療機関、公立病院等地域にお

ける中核医療機関、あるいは学会指定医療機関等が中心的な役割を担う

必要がある。

(3)行政の関わ り

1)地方自治体の役割

各医療機関が地域での院内感染の発生動向を把握 し、適切な院内感

染対策を講 じることができるよう、各地方自治体は厚生労働省が実施

する院内感染対策サーベイランス (」 ANIS)事 業において収集 した

薬剤耐性菌の検出状況や特定の薬剤耐性菌等による感染症患者の発生

動向に関する地域別の情報を把握 自分析 し、積極的に各医療機関へ情

報提供することが必要である。そのためにも、地方衛生研究所等にお

ける院内感染の起因微生物の検査体制を充実強化させる必要がある。

また、関係医療機関との調整により、地域における院内感染対策の



ためのネットワーク作りを支援することが必要である。具体的には、

院 内 感 染 発 生 時 に 備 え 、 lCD(Infection Control Doctor)ゃ

ICN(Infection Control Nurse)な どの専門家の リス トアップを行うこ

とや医療機関相互の日常の協力関係が構築できるよう関係者への呼び

かけを行 うなどが考えられる。

2)国の役割

各医療機関が自ら院内感染対策の充実を図れるよう、院内感染対策サ

ーベイランス (」 ANIS)事 業の情報発信機能を強化する必要がある。

具体的には、」ANIS参 加医療機関から得られたデータを、各自治体

や一般の医療機関が有効に活用できるようわか りやす く情報提供する

とともに、参加医療機関にとっても日常的な院内感染対策において活用

しやすい形式での情報の還元が望まれる。

例えば、各自治体に対 しては、所管地域の医療機関における薬剤耐性

菌の検出状況や感染症患者の発生動向を把握・分析 し、医療機関に情報

提供 しやすい形式で、情報を自治体に提供することが必要である。

一般医療機関に対 しては、」ANISか らの季報等の公表データから

薬剤耐性菌の発生動向が把握できるよう、できるだけ迅速に、参加医療

機関から収集 したデータを集計・解析 し、公開する必要がある。

」ANIS参 加医療機関に対 しては、特定の薬剤耐性菌の各病棟での

分布状況等、視覚的にも認知できるデータ解析ツールを提供するなど、

よ り院内感染対策の充実に結びつきやすい形式で情報提供する必要が

ある。

院内感染の発生の防止や感染拡大への対応のための費用や感染制御

医療従事者の養成のコス トが、各医療機関に負担になっているとの指摘

があることから、必要な検査の実施や、一定の院内感染対策のための体

制を確保する方策について検討すべきである。

また、新型の薬剤耐性菌などの出現や拡大などを想定 し、それらに対

応可能な研究体制の充実や、解析体制の強化への支援も行 う必要がある。

院内感染発生時の対応

多剤耐性菌による院内感染事例を想定 している。他の起因微生物に対し

ては、それぞれ微生物の性質に鑑み、必要に応 じて以下の基準を参考に対策

を立てることが適当である。

1)医療機関内での対応

同一医療機関内又は同一病棟内で同一菌種による感染症の集積が見ら

れ、疫学的にアウ トブレイクが疑われると判断 した場合、当該医療機関



は院内感染対策委員会を開催 し、 1週間以内を目安に院内感染対策を策

定かつ実施することが必要である。アウ トブレイクと仮定する目安とし

ては一例 目の発見から4週間以内に、同一病棟において新規に同一菌種

による感染症例 3例以上が特定された場合、あるいは、同一施設内で同

一菌株 と思われる感染症例 (抗菌薬感受性パターンが類似 した症例等 )

3例以上が特定された場合などが考えられる。

その後、新たな感染者または保菌者 (以下「感染者等」という)を認

めた場合、院内感染対策に不備がある可能性が有ると判断 し、速やかに

通常時か ら協力関係にある地域のネッ トワークに参加する医療機関等の

専門家に感染拡大の防止に向けた支援を依頼することが必要である。

(2)医療機関間の連携と支援

院内感染が発生 した医療機関か ら依頼を受けた地域のネッ トヮークに

参加する医療機関等の専門家は、当該医療機関が策定 した院内感染対策

の内容や実施方法について助言 し支援を行うことが求められる。

地域のネッ トワークに参加する医療機関等の専門家による支援のみで

の解決が難 しいと判断される場合は、地方衛生研究所や国立感染症研究

所等への相談等必要である。

(3)行政の関わ り

医療機関内での院内感染対策を講 じた後、同一医療機関内で同一菌種

による感染者等が多数にのぼる場合 (目 安として 10名 以上となつた場合 )

または当該院内感染事案との因果関係が否定できない死亡者が発生 した

場合においては、管轄する保健所にすみやかに報告する必要がある。 (こ

のような場合に至らない時点であっても、医療機関の判断の下、必要に

応 じて保健所に連絡・相談することが望ましい)

院内感染発生の報告を受けた保健所は、当該院内感染発生事案に対す

る医療機関の対応が、事案発生当初の計画どお り実施 され効果を上げて

いるか、また地域のネットワークに参加する医療機関等の専門家による

支援が順調に進められているか、一定期間内、定期的に確認 しt必要に

応 じて 」ANISの データを活用 して指導及び助言を行 うことが重要で

ある。保健所による指導及び助言は、必要に応 じて地域のネッ トワーク

に参加する医療機関等の専門家の判断も参考にすることが求められる。

また、院内感染の起因となる微生物の発生動向に関 し、当該医療機関内

のみならず地域的な広がりについても把握する必要がある。

なお保健所は、医療機関からの報告を受けた後、都道府県や政令市等

と緊密な連携をとり、必要に応 じて対応 していくことが重要である。

ただ し、保健所への報告を法律上で義務付けることについては、個々



の事案が報告すべき事項に該当するか どうかは必ず しも厳密に判断でき

るものではな く、また、法律上義務付けることで各医療機関が萎縮 して

しまうおそれもあることか ら、報告を求める方法としては、通知による

運用を念頭に検討すべきである。

4 その他

現在の医療において、院内感染の発生そのものを全て無 くすことは不可能で

あり、救急患者の受け入れ等を積極的に行う医療機関ほど発生の確率が高 くな

ると考えられる。的確な院内感染対策を実施 している医療機関においても、院

内感染は一定頻度起こり得るものであるため、そのような際にも医療機関の院

内感染対策について冷静に判断することが重要であり、社会的非難を恐れてか

えつて院内感染の発生が報告 されず対応が後手に回つて しまうことのないよ

う、国民的な理解を進めることが求められる。



用語の説明

院内感染対策委員会 (感染対策委員会)infection Contro!Collmittee(IcC)

医療機関が管理者 (院長や理事長)直属に設置する院内感染対策のための委員会のことを指し、医療機関内の様々な

職種の代表者を委員として、定期的且つ問題があつた場合に開催するもの

染制御チーム infection Control Team(ICT)

院内で発生する感染症 (医療関連感染症 healthcare associated infections

)を管理する、つまり、感染制御 infection prevention and cOntrol(感染症の予防と制圧)を任務とする、医師、看

護師、薬剤師、臨床検査技師等により構成されたチームのことを指す

インフェクション・コントロール・ ドクターInfection Control Doctor(ICD)

感染制御を任務とする医師のことを指し、感染制御チームの一員として院内感染拡大防止や発生予防を主な任務とし

ている

インフェクション・コントロール・ナース Infection Control Nurse(ICN)

感染制御を任務とする専『1的な研修を受けた看護師のことを指し、感染制御チームの一員として院内感染拡大防止や

発生予防を主な任務としている

|ラ ウンドWard liaisoJ

感染制御チームによって医療機関内全体をくまなく、あるいは、必要な部署/部位を巡回 し、必要に応 じてそれぞれの

部署に対して指導など行う。

リンクナース Link nurse(s)                           、

各部署に配置され、感染制御チームと臨床現場とのパイプ役としての任務を行い各部署で模範的に感染対策を推進す

る看護師をさす。

障準的予防策 Standard precautiond

(cfi ① ―
reOroline ihu edu/enq‖ sh/4morerh/4iD4P manuaVo2 StandardPrecaulon、 Odf

②力rrρ %`″ :r%ιdagο y/rddOま′ふ apおdのbα′瀕ο″200ZρこF)

医療従事者が業務にあたり、全ての患者に対 して感染予防のために行 う予防策のことを指 し、手洗い、手袋やマスク

の着用といった基本的な内容が含まれている。

染対策サーベイランス (」 ANIS)

薬剤耐性菌による感染症の発生状況を調査するために、調査に参加している医療機関から定期的に薬剤耐性菌の発生

状況を収集し分析した上で、参加医療機関、一般に対し情報を提供している。



院内感染対策サーベイランス機能強化事業の実施 【資料5】

事業の 目的   _
世界的に多剤耐性菌による院内感染が拡がりを見せ、日本においても多剤耐性菌による院内感

染への対応が喫緊の課題となっている。

各医療機関における院内感染対策の徹底のため、院内感染対策サーベイランス事業が実施さ

れているが、参加医療機関から提供された情報を基にした情報提供、機能を強化し各医療機関に

おいてより実効性のある対応がとられるよう支援していくことが必要。

※ WHOは 2010年8月 各国政府に多剤耐性菌による院内感染対策を重点的に実施するよう警告している。

平成22年度補正予算について

平成22年 10月 26日 閣議決定

院内感染対策サーベイランス機能強化事業の実施  48,500千円

院内感染対策サーベイランス事業を担う国立感染症研究所の情報提供機能を強化するため、全

国の医療機関に提供される薬剤耐性菌の検出状況データの精度の向上を図るとともに、遺伝子配

列に注目した解析結果のフィードバックを行う。また、事業の参加医療機関を対象に院内感染の発

生状況の分析の高度化を図る。



院内感染対策サーベイランス機能強化事業実施による効果

○薬剤耐性菌の解析機能強化

【概要】
国立感染症研究所に、薬剤耐性菌等
の遺伝子配列に着目した解析が可能
な分析機器を導入。

○ 集約したデータの精度の向上

【概要】

国立感染症研究所に、医療機関から
収集した検体データに含まれる誤デー

タの補正等を行うデータクリーニング
機器及びデータのバックアップ機器を
導入。

○ 参加医療機関に対する院内感染発生状況の解析の高度化

【概要】
院内感染発生状況の解析の高度化の
ための新しいプログラムを導入。

(12,000千円 )

【効果】
全国の医療機関に提供される薬剤耐
性菌の発生状況データの精度が向上。

(1,500千 円 )

【効果】

院内感染対策サーベイランス事業に
参加する医療機関における薬剤耐性
菌の院内拡散を高精度で分かりやす
く「見える化」

２

．

489500千円

【効果】
全国の医療機関から薬剤耐性菌等の
検体を収集して解析結果をフィード
バックすることにより、当該医療機関
の院内感染対策を支援。


